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周 辺 都 市 計 画 図

■地区計画の目標

　住民の生活向上に資することを目的として恵まれた交通体系を生かした商業施設及び業務施設等の立地を

誘導するとともに，良好な市街地環境及び都市景観の形成等を図ることを目標とする。

■都市計画決定の内容
種　　　類：地区計画（決定権者：常陸太田市）

位　　　置：常陸太田市金井町字江向の一部，塙町字鯉沼及び字西鯉沼の各一部，中城町字西鯉沼の一部，

　　　　　　馬場町字倉町の全部，字柳町，字香升，字北香升，字小野下の各一部

面　　　積：約 28.9ha

決定年月日：令和元年 5 月 23 日

■地区計画とは？

　地区計画とは，住民の身近な生活空間である地区を対象として，道路や公園などの公共施設の配置や建築

物の建て方などに関するルールを定めることにより，地区の良好な環境を整備・保全することを目的とした

制度です。
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地区計画によるまちづくりのルール
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●建築物の敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限

道路

建築物
建築物

敷地は最低 1000 ㎡必要です。
（赤線の範囲）

1.0ｍ

隣地や道路境界から
1.0ｍ以上離して建築してください。

     の箇所について

道路

建築物
建築物

敷地は最低 1000 ㎡必要です。
（赤線の範囲）

5.0ｍ

道路境界から5.0ｍ以上 隣地から1.0m以上
離して建築してください。

     の箇所について

■建築物等の整備の方針

　地区計画の目標及び土地利用の方針に整合した市街地環境の形成を図るため，建築物等の用途の制

限，建築物の敷地面積の最低限度，壁面の位置の制限を定める。

　また，良好な景観形成の観点から，建築物及び表示できる屋外広告物の色彩は，周辺との調和が図

られた色彩とするよう努める。

■地区施設の整備の方針

　土地区画整理事業により計画的に整備された区画道路等の機能が損なわれないよう，これらの施設

の維持・保全を図る。

■土地利用の方針

本地区を以下のとおり区分し，地区特性にあった土地利用の方針を定める。

　①商業施設地区：近隣公園や既存の保育園との調和を図りながら，ゆとりのある空間を生かした広域的な

　　　　　　　　　商業施設の立地を図る。

　②複合施設Ａ地区：産業振興の拠点となる業務施設や商業施設等による賑わいの形成を図る。

　③複合施設Ｂ地区：国道 349 号及び同バイパスの結節点に近接した立地条件を生かし，業務施設や娯楽

　　　　　　　　　　施設等の集積を図る。

商業施設地区　地区計画図
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区域の整備・開発及び保全の方針

地区整備計画
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●建築物の敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限

道路

建築物
建築物

敷地は最低 500 ㎡必要です。
（赤線の範囲）

1.0ｍ

隣地や道路境界から
1.0ｍ以上離して建築してください。

地区によって
それぞれ異なる制限が

あるんだね

複合施設B地区　地区計画図

道路

建築物
建築物

敷地は最低 1000 ㎡必要です。
（赤線の範囲）

5.0ｍ

　　の箇所について

道路境界から5.0ｍ以上 隣地から1.0m以上
離して建築してください。

道路

建築物
建築物

敷地は最低 1000 ㎡必要です。
（赤線の範囲）

1.0ｍ

隣地や道路境界から
1.0ｍ以上離して建築してください。

　　の箇所について

●建築物の敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限

■複合施設A地区のイメージ図

複合施設A地区　地区計画図
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